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平成２７年（厚）第６７２号

平成２８年４月２７日裁決

主文

厚生労働大臣が、平成○年○月○日付で、

再審査請求人に対してした、後記「理由」欄

第２の２記載の原処分を取り消す。

理由

第１　再審査請求の趣旨

再審査請求人（以下「請求人」という。）

の再審査請求の趣旨は、国民年金法（以下

「国年法」という。）による障害基礎年金及

び厚生年金保険法（以下「厚年法」という。）

による障害厚生年金（以下、併せて「障害

給付」という。）の支給を求めるというこ

とである

第２　再審査請求の経過

１　請求人は、初診日を平成○年○月○日

とする両下肢麻痺（以下「当該傷病」と

いう。）により障害の状態にあるとして、

平成○年○月○日（受付）、厚生労働大

臣に対し、障害認定日による請求として、

障害給付の裁定を請求した。

２　厚生労働大臣は、平成○年○月○日付

で、請求人に対し、「請求のあった傷病（両

下肢麻痺）について、初診日が平成○年

○月○日であり、平成○年○月○日現在

において治って（症状が固定して）おり

ません。従いまして、障害の程度を定め

る日（障害認定日）が到来しておりませ

ん。」という理由により障害給付を支給

しない旨の処分（以下「原処分」という。）

をした。

３　請求人は、原処分を不服として、標記

の社会保険審査官に対する審査請求を経

て、当審査会に対し、再審査請求をした。

その不服の主な理由は、請求人の作成

の「再審査請求の趣旨及び理由について」

によれば、請求人は平成○年○月頃に脊

髄ヘルニアによる右下肢脱力を自覚、平

成○年秋頃に右下肢脱力の悪化、同年○

月頃に左下肢の痺れ・脱力を感じ、ａ病

院を受診後に平成○年○月○日にｂ病院

（以下「ｂ病院」という。）を経て、同月

○日にｃ病院（以下「ｃ病院」という。）

に転院後、同年○月○日に同院にて脊髄

ヘルニアによる硬膜形成術を施行された

が、術後も症状は改善せず、更にリハビ

リテーションを施行するも回復が認めら

れず、ｃ病院からの転医先であるｄ病院

（以下「ｄ病院」という。）でのリハビリ

テーションでも改善は期待できないとさ

れていることから、症状が安定し長期に

わたってその疾病の固定性が認められ、

医療効果が期待し得ない状態に至ってい

ると主張し、障害給付の支給を求めてい

るものである。

第３　当審査会の判断

１　障害認定日請求により、障害給付の支

給を受けるためには、疾病にかかり、又

は負傷し、その疾病又は負傷及びこれ

に起因する疾病（以下「傷病」という。）

について初めて医師（歯科医師を含む。

以下、同じ。）の診療を受けた日から起

算して１年６月を経過した日（その期間

内にその傷病が治った場合には、その

治った日（その症状が固定し治療の効果

が期待できない状態に至った日を含む。

以下同じ。）があるときはその日とし、

以下「障害認定日」という。）において、

その傷病による障害の状態が、国年令別

表に定める障害等級１級又は２級の程度

に該当することが必要である。

２　本件の場合、厚生労働大臣は、当該傷

病の初診日を平成○年○月○日と認定し

た上で、提出されたｄ病院ｅ科・Ａ医師

（以下「Ａ医師」という。）作成の平成○

年○月○日現症に係る同日付診断書（以

下「本件診断書」という。）の現症日（以

下「本件診断書現症日」という。）にお

いて当該傷病は治っておらず、障害認定

日が到来していないことから障害給付を

支給しないとしたのに対し、請求人は、

本件初診日を平成○年○月○日とするこ

とについての不服はなく、本件診断書現

症日において当該傷病は治っているとし

た上で、障害給付を求めているのである

から、本件の問題点は、第１に、本件診
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断書現症日において当該傷病は治ってい

ると認められるかどうかであり、それが

肯定的に認められる場合には、第２とし

て、当該傷病が治った日における請求人

の当該傷病による障害の状態（以下、こ

れを「本件障害の状態」という。）は、

国年法施行令（以下「国年令」という。）

別表に定める程度（障害等級１級又は２

級）に該当しないと認められるかどうか

ということになる。

３　当該傷病の障害認定日について検討す

る。

国年法・厚年法上の障害の程度を認定

するためのより具体的な基準として、社

会保険庁により発出され、同庁の廃止後

は厚生労働省の発出したものとみなされ

て、引き続き効力を有するものとされて

いる「国民年金・厚生年金保険障害認定

基準」（以下「認定基準」という。）が定

められているが、障害の認定と給付の公

平を期するための尺度として、当審査会

もこれに依拠するのが相当であると考え

るものである。

そして、認定基準の「第１　一般的事

項」によれば、障害認定日とは、障害の

程度の認定を行うべき日をいい、請求す

る傷病の初診日から起算して１年６月を

経過した日又は１年６月以内にその傷病

が治った場合においては、その治った日

（その症状が固定し、治療の効果が期待

できない状態に至った日を含む。）をい

うとされている。

本件診断書によれば、障害の原因と

なった傷病名には当該傷病が掲げられ、

傷病の原因又は誘因は、「脊髄ヘルニア　

初診年月日（平成○年○月○日）」、傷病

の発生年月日及びそのため初めて医師の

診療を受けた日は、いずれも「平成○年

○月頃　本人の申立て（○年○月○日）」

とされ、診断書作成医療機関における初

診時（平成○年○月○日）所見は、「両

下肢麻痺、右下肢完全麻痺、左不全麻痺、

両下肢知覚鈍麻（＋）、座位不安定、立位・

歩行不能、排尿、便失禁（＋）」で、現

在までの治療の内容等は、平成○年○月

頃両下肢の筋力低下、ｆ病院受診するも

診断不可、後麻痺増強、ｃ病院にて脊髄

ヘルニアの診断、平成○年○月○日脊髄

手術するも麻痺殆ど改善せず、同年○月

○日当院転院リハビリテーション施行、

同年○月○日退院、現在、外来にてリハ

ビリテーション継続中とされた上で、傷

病が治った（症状が固定して治療の効果

が期待できない状態を含む。）かどうか

は、「傷病が治っている場合……治った

日　平成○年○月○日　確認」と記載さ

れている。

ｃ病院ｇ科・Ｂ医師（以下「Ｂ医師」

という。）作成の平成○年○月○日付受

診状況等証明書によると、当時の診療録

より記載したものとされた上で、傷病名

は脊髄ヘルニア、発病年月日は平成○年

○月、傷病の原因又は誘因は不明、発病

から初診までの経過は、前医からの紹介

状は「有」とされ、平成○年○月誘因な

く右下肢脱力を自覚するようになり、平

成○年○月から左下肢のしびれと脱力が

出現、同年秋頃から右下肢脱力が悪化し、

平成○年○月○日前医を受診し、脊髄腫

瘍が疑われ、当科に紹介となり、同月○

日に初診となったとされ、初診から終診

までの治療内容及び経過の概要は、平成

○年○月○日脊髄ヘルニア診断で脊髄モ

ニタリング下に硬膜形成術を施行し、術

後、右下肢の麻痺の悪化が認められ、リ

ハビリテーションを施行したが、右下肢

麻痺の回復は認められず、左下肢麻痺も

残存していると記載されている。

ｂ病院ｈ科・Ｃ医師作成のｃ病院ｉク

リニックＢ医師あての平成○年○月○日

付診療情報提供書によれば、傷病名は右

下肢麻痺とされ、もともとは両膝痛で複

数の医療機関を受診していたようだが、

平成○年暮れ頃より右下肢の麻痺が出現

し、平成○年○月には両下肢痛が増強し

仕事に支障を来すほどになったためａ病

院を受診、脊柱管狭窄症と変形性膝関節

症の診断で膝の関節注射や硬膜外ブロッ

クなどを施行されたが、痛みが増強した

ため入院のうえ精査予定になっていたが
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同年○月○日当科を初診、初診時、右下

肢は腸腰筋よりＭＭＴ３前後の麻痺を認

め、両下肢痛は主に膝関節周囲に強いよ

うで、ｉ病院でのｏｐｅｎＭＲＩでは第

９／１０胸髄レベルでの強い脊髄の圧排

（前方への偏位）を認めたとされている。

また、Ａ医師作成の平成○年○月○日

付診断書によると、病名は当該傷病、脊

髄ヘルニアとして、上記診断にて、平成

○年○月○日から入院、リハビリテー

ション施行し、同年○月○日退院後外来

にてリハビリテーション施行するも、両

下肢の改善は認められず、退院時にて、

症状固定と認めたと記載されている。

以上の各資料によれば、請求人は、も

ともと両膝痛で複数の医療機関を受診し

ていたが、平成○年○月頃から誘因なく

右下肢脱力を自覚し、平成○年○月から

は左下肢のしびれと脱力も出現、同年秋

頃から右下肢脱力が出現し、平成○年○

月頃に両下肢痛が増強し仕事に支障を来

たすほどになりａ病院を受診し、脊柱管

狭窄症、変形性膝関節症の診断で関節注

射や硬膜外ブロックを受けていたが、痛

みは増強し、同年○月○にｂ病院を受診

し、ｉ病院での MRI で第９/１０胸随レ

ベルでの脊髄圧迫（前方への圧排）が認

められ、脊髄腫瘍が疑われて、同月○日

にｃ病院を紹介されて受診し、同年○月

○日に脊髄ヘルニアの診断で硬膜形成術

を受け、施後にリハビリテーションを受

けたが、右下肢麻痺の回復は認められず、

左下肢麻痺も残存し、排尿・便失禁もあ

り、同年○月○日にｄ病院に転院してリ

ハビリテーションを受け、また、同年○

月○日に同病院を退院後にも外来にてリ

ハビリテーションを継続しているが、下

肢麻痺は改善していないとされている。

そうすると、当該傷病である脊髄ヘルニ

アに対して必要な外科的治療がなされ、

術後もリハビリテーションを受けている

が、両下肢麻痺は改善せず、ｄ病院に転

院した同年○月○日時点において、当該

傷病は症状固定と診断されており、本件

診断書現症日当時にも、改善は期待でき

ないと記載されていることからすると、

本件診断書現症日当時において、退院リ

ハビリテーションを継続して受けてはい

るものの、当該傷病は既に症状が固定し

ていると認められ、同日をもって、障害

認定日とするのが相当である。

４　本件障害の状態について判断する。

当該傷病による障害は、本件診断書に

よれば、両下肢の機能の障害と認められ

るところ、国年令別表は障害等級１級及

び２級の障害給付が支給される障害の状

態を定めているが、請求人の当該傷病に

かかると認められるものとして、１級に

ついては、「両下肢の機能に著しい障害

を有するもの」（６号）、「前各号に掲げ

るもののほか、身体の機能の障害又は長

期にわたる安静を必要とする病状が前各

号と同程度以上と認められる状態であつ

て、日常生活の用を弁ずることを不能な

らしめる程度のもの」（９号）が、２級

については、「一下肢の機能に著しい障

害を有するもの」（１２号）、「前各号に

掲げるもののほか、身体の機能の障害又

は長期にわたる安静を必要とする病状が

前各号と同程度以上と認められる状態で

あつて、日常生活が著しい制限を受ける

か、又は日常生活に著しい制限を加える

ことを必要とする程度のもの」（１５号）

が、それぞれ掲げられている。

そして認定基準の「第２　障害認定

に当たっての基本的事項」の「１　障害

の程度」によれば、日常生活の用を弁ず

ることを不能ならしめる程度とは、他人

の介助を受けなければほとんど自分の用

を弁ずることができない程度のものであ

り、例えば、身のまわりのことはかろう

じてできるが、それ以上の活動はできな

いもの又は行ってはいけないもの、すな

わち、病院内の生活でいえば、活動の範

囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

であり、家庭内の生活でいえば、活動の

範囲がおおむね就床室内に限られるもの

であるとされ、また、日常生活が著しい

制限を受けるか又は日常生活に著しい制

限を加えることを必要とする程度とは、
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必ずしも他人の助けを借りる必要はない

が、日常生活は極めて困難で、労働によ

り収入を得ることができない程度のもの

で ､例えば、家庭内の極めて温和な活動

（軽食作り、下着程度の洗濯等）はでき

るが、それ以上の活動はできないもの又

は行ってはいけないもの、すなわち、病

院内の生活でいえば、活動の範囲がおお

むね病棟内に限られるものであり、家庭

内の生活でいえば、活動の範囲がおおむ

ね家屋内に限られるものであるとされて

いる。

さらに、認定基準第３第１章第７節／

肢体の障害の「第２　下肢の障害」によ

れば、下肢の障害は、機能障害、欠損障

害、変形障害及び短縮障害に区分すると

され、機能障害により１級に相当する「両

下肢の機能に著しい障害を有するもの」

すなわち「両下肢の用を全く廃したもの」

とは、両下肢の３大関節中それぞれ２関

節以上の関節が全く用を廃したもの、す

なわち、①　不良肢位で強直しているも

の、②　関節の他動可動域が、別紙「肢

体の障害関係の測定方法」（注：掲記省略）

による参考可動域（以下「参考可動域」

という）の２分の１以下に制限され、か

つ、筋力が半減しているもの、③　筋力

が著減又は消失しているもの、のいずれ

かに該当する程度のものをいうが、両下

肢それぞれの膝関節のみが１００度屈曲

位の強直である場合のように、両下肢の

３大関節中単にそれぞれ１関節の用を全

く廃するにすぎない場合であっても、そ

の両下肢を歩行時に使用することができ

ない場合には、「両下肢の用を全く廃し

たもの」と認定し、なお、認定に当たっ

ては、一下肢のみに障害がある場合に比

して日常生活における動作に制約が加わ

ることから、その動作を考慮して総合的

に認定するとされ、また、２級に相当す

る「一下肢の機能に著しい障害を有する

もの」すなわち「一下肢の用を全く廃し

たもの」とは、一下肢の３大関節中いず

れか２関節以上の関節が全く用を廃した

もの、すなわち、①　不良肢位で強直し

ているもの、②　関節の他動可動域が、

健側の他動可動域の２分の１以下に制限

され、かつ、筋力が半減しているもの、

③　筋力が著減又は消失しているもの、

のいずれかに該当する程度のものをいう

が、膝関節のみが１００度屈曲位の強直

である場合のように単に１関節の用を全

く廃するにすぎない場合であっても、そ

の下肢を歩行時に使用することができな

い場合には、「一下肢の用を全く廃した

もの」と認定するとされている。

さらに認定基準の第３第２章第２節／

併合（加重）認定によれば、３つ以上の

障害が併存する場合は、個々の障害につ

いて、併合判定参考表（別表１）（注：

掲記省略）における該当番号を求めた後、

求めた番号の最下位及びその直近位につ

いて、併合（加重）認定表（注：掲記省

略）により、併合番号を求め、以下順次、

その求めた併合番号と残りのうち最下位

のものとの組合せにより、最終の併合番

号を求め、障害の程度を認定するとされ

ている。

そうして、本件障害の状態は、本件診

断書によれば、麻痺の外観は弛緩性、痙

直性、起因部位は脊髄性、種類及びその

程度は鈍麻、運動麻痺であり、反射は上

肢で正常、右下肢で亢進、左下肢で低下

し、排尿障害及び排便障害があり、握力

（ｋｇ）は右（４２．２）、左（３９．０）、

手（足）指関節の他動可動域は全て正常、

関節他動可動域は両上肢で正常、両下肢

も右股関節（屈曲＋伸展）が参考可動域

に比して４分の３以下に制限されている

ほかは、特段制限されている関節（股関

節及び膝関節は屈曲＋伸展、足関節は背

屈＋底屈）はなく、筋力は両上肢は正常、

右下肢は３大関節全てが消失、左下肢は

３大関節が全てが半減とされ、左右下肢

長に差はない。下肢機能に関連する日常

生活における動作の障害の程度をみる

と、片足で立つ（右・左）、歩く（屋内・

屋外）、立ち上がる、階段を上る、階段

を下りるの全ての項目が、一人で全くあ

るいは支持又は手すりがあってもできな
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いとされ ､平衡機能は、閉眼での起立・

立位保持の状態は不可能で、開眼での直

線の１０ｍ歩行の状態は不可とされ、補

助用具使用状況は、右下肢補装具を常時

ではないが使用し、車いすを常時（起床

より就寝まで）使用し、現症時の日常生

活活動能力及び労働能力は、日常生活は

移動を除いて可能であるが、労働は不能

とされている。

以上のような本件障害の状態は、右

下肢により強い両下肢の機能の障害であ

り、その障害の程度について認定基準に

照らしてみると、右下肢は、一下肢の３

大関節の筋力が全て消失しているから、

「一下肢の機能に著しい障害を有するも

の」すなわち「一下肢の用を全く廃した

もの」に該当し、併合判定参考表の４号

に該当するが、左下肢は、「一下肢の用

を全く廃したもの」には該当せず、３大

関節の筋力が全て半減であることから股

関節、膝関節及び足関節それぞれについ

て、「身体の機能に労働が制限を受ける

か、又は労働に制限を加えることを必要

とする程度の障害を残すもの」に該当し、

いずれも併合判定参考表の１０号に該当

する。そして、１０号と１０号の併合番

号は９号、９号と１０号の併合番号は８

号であり、８号と４号の併合番号は４号

となり、これは障害等級２級の程度とさ

れている。

５　そうすると、請求人の本件障害の状態

は、国年令別表に定める１級の程度には

該当しないが、２級の程度に該当するも

のであるから ､当審査会のこの判断と趣

旨を異にする原処分は妥当ではなく、こ

れを取り消すこととし、主文のとおり裁

決する。
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